
令和 8 年 3 月

令和 7 年度 令和 16

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

計 画 給 水 人 口 27,300

現 在 給 水 人 口 22,880法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

全部適用

㎥／日 71.06施 設 能 力 11,460

　　　　管路延長合計：230.83千ｍ
　　　　　　・導水管 ：    4.89千ｍ
　　　　　　・送水管 ：  11.66千ｍ
　　　　　　・配水管 ：214.28千ｍ

箕輪町水道事業　経営戦略（改定版）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

施 設 利 用 率

　長野県　箕輪町

　水道事業

計 画 期 間 ：

13

～

管 路 延 長

0.716

供 用 開 始 年 月 日 昭和38年４月

水 源

事業の現況

施 設 数

策 定 日 ：

年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

2

有 収 水 量 密 度

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他

箕輪町の水道施設フロー図

出典：平成23年度箕輪町上水道事業経営変更認可申請書
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③ 料　金

＜２か月あたりの水道料金表＞（消費税込料金）

④ 組　織

（２）

箕輪町水道事業は水道課が管轄し、２つの係で組織され、水道事業に関する業務に従事しています。

これまでの主な経営健全化の取組

・平成30年度にアセットマネジメントを作成し、更新時期・更新費用・将来の財政影響を見える化することにより、
老朽化した管路や施設について、一斉更新を避け、優先度を付けて計画的な更新を実施しています。

・長野県広域化連携推進協議会へ参画し、施設更新や維持管理の効率化、人材確保、災害対応力の向上な
ど、広域化の検討を進めています。また、令和２年度からは上伊那広域で上下水道料金管理・公営企業会計・
受益者負担金などの業務システムを共同利用するなど部分的な広域化（*1）を実施しています。

・令和２年度から配水池等の電気設備のLED化を実施しています。

平成26年4月1日

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

【現行の料金体系】
箕輪町の水道料金は、総括原価方式にて算出された「基本料金」、使用水量によって
決まる「従量料金」及び「量水器使用料」から構成されています。資産維持費は現行料
金に反映されていません。
料金は2ヵ月に１回検針するメーターに表示された使用水量に基づき算定します。

（例）2ヵ月で40㎥使用した場合の水道料金（メーター口径：13mm）
　　　1,100円+［（20㎥×107.8）+（20㎥×170.5円）］+110円＝6,776円

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

*1　水道事業の広域化とは、水道法（昭和32年法律第177号）第２条の２第２項の市町村の区域を超えた広域的な水道事業者
間の連携等に当たるものである。その具体的な方策としては、経営統合（事業統合及び経営の一体化をいう。以下同じ。）、浄
水場等一部の施設の共同設置や事務の広域的処理等がある。

A　基本料金

1,100円 使用水量 1㎥当り単価

1㎥～20㎥ 107.8円

21㎥～40㎥ 170.5円

41㎥～60㎥ 198.0円

61㎥～120㎥ 220.0円

121㎥以上 236.5円

B　従量料金

メーター口径 使用料

13㎜ 110円

20㎜ 264円

25㎜ 330円

30㎜ 396円

40㎜ 506円

50㎜ 1,760円

75㎜ 3,300円

C　メーター使用料

課⻑ 課⻑補佐 係⻑ 係員 任用職員 合計 前年度
課⻑ 1 1 1
水道管理係 1 2 3 6 6
水道工事係 1 3 0 4 4
合計 1 2 5 3 11 11

区分

配
置

職員数配置一覧表

水道事業の組織図

出典：令和６年度決算資料より

（単位：人）

水道課
水道管理係

水道工事係
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（３）経営比較分析表等を活用した現状分析

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」によ
る経営比較分析表）を添付すること。

※グラフ等については、別紙「経営比較分析表（2025（令和６年度決算）」のとおり）

（１）経営の健全性・効率性について

■現状分析
　給水収益等で人件費、動力費等の維持管理費や支払利息、減価償却費等の資本費をどの程度賄
えているかを表す”経常収支比率”は100％を超えており、収支上は黒字で累積欠損金は生じており
ません。令和６年度の”経常収支比率”は減価償却費の減額などに伴い0.69ポイント増加し、
106.25％となっています。
　給水に係る費用を給水収益でどれだけ賄えているかを表す”料金回収率”について、損益の基準と
される100％を上回っておりますが、給水収益の減少により前年度比0.24ポイント減少し、100.03％と
なっています。
　短期的な債務に対する支払能力を表す指標である”流動比率”は基準とされる100％を上回り、流
動負債の減少により前年度比89.8ポイント増加し、479.98％となっています。
　給水収益に対する企業債残高の割合である”企業債残高対給水収益比率”は企業債の償還が進
んだことにより372.61％に減少しました。
　施設の利用状況や適正規模を判断する指標である”施設利用率”は、年間総配水量の増加に伴
い、前年度比1.04ポイント増加し、71.06％となりました。一方で給水収益に直結する”有収率”は前年
度比1.13ポイント減少し、72.53％と低くなっています。

■現状分析からみた課題
　料金回収率については、給水原価が今後の物価上昇等により経費が増加する場合、同回収率は
100％を下回る恐れがあります。
　有収率は類似団体平均値よりも依然として低いことから引続き漏水等の対策に取り組む必要がある
と考えられます。平成30年度に策定済のアセットマネジメントを踏まえ、より効果的な管路更新を計画
的に実施してまいります。

（２）老朽化の状況について
　有形固定資産減価償却率”は前年比1.34ポイント増加し、50.09％です。これは取得した資産の減
価償却が毎年進んでいることを示しており、一方で時間の経過とともに資産の老朽化が進んでいるこ
とを示しています。
　ただし、法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す”管路経年化率”は、更新工事の実施により
前年度比2.45ポイント減少し、21.37％と改善しました。
　”管路更新率”については、補助金を活用した「重要給水施設配水管整備事業」により老朽管路の
更新を行っておりますが、管路更新した延長が前年度より短いことから0.19％に減少しました。
　今後も管路の更新計画および整備計画により、財政的な見通しと裏付けを得てから管路更新を実
施してまいります。

（３）全体総括
　箕輪町人口ビジョンに示されるように、今後は人口減少が進み、これに伴うサービス需要の減少が
予想されます。また施設の老朽化に伴い更新需要は増大していくため、平成30年度に策定した「ア
セットマネジメント」に従って、耐用年数に達し更新時期を迎える管路の更新事業費の平準化を図り
つつ、財源確保や経営に与える影響を踏まえた上で計画的かつ効率的な管路更新に取り組む必要
があります。これにより漏水等が減少し有収率が上昇することで給水収益の改善（経常収支比率の向
上）が見込まれます。
　しかし、職員給与費の増加や近年の物価上昇により営業費用が増加すると結果として料金回収率
や給水原価は悪化していくものと想定されます。また公営企業に携わる人材の確保は、専門人材の
確保や育成に割く予算が限られるため難しくなっていくと考えられるため、今後は広域的な人材活用
や民間のノウハウ活用の検討が必要と思われます。
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２．将来の事業環境

（１）給水人口の予測

　箕輪町人口ビジョン（令和７年３月改定版）におけるパターン別将来推計人口のうち、箕輪チャレンジ型推計（施策（箕輪チャ
レンジ）により人口減少を緩やかにするもの）を基に、行政区域内人口と給水人口の現在の比率は変動しないと仮定し、給水人
口の将来予測を行いました。
　行政区域内人口の減少傾向に伴い、給水人口も減少する結果となりました。

（出典︓箕輪町⼈⼝ビジョン（R7.3改定版））

（出典︓箕輪町⼈⼝ビジョン（R7.3改定版））
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（２）

　平成30年度に策定したアセットマネジメントにおいて、給水量の実績を「生活用」、「業務営業用」、「工場用」、「その他用」の
用途別に分類したうえで、過去の実績の傾向から将来を予測する時系列傾向分析の推計式を用いて年間有収水量の将来値
を算定しています。今回の経営戦略の改定においては、算定した将来値の予測を令和６年度までの実績を踏まえ将来値予測
の修正を行いました。

　令和６年度（2024年）の実績値である2,156千㎥から、計画期間末の見込み値を推計すると令和16年度（2034）では2,124千㎥
となり、約32千㎥減少する見込みです。

水需要の予測
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（３）料金収入の見通し

　将来の料金収入は次式で算出を行います。
　料金収入推計値（円）＝年間有収水量推計値（㎥）×供給単価（円/㎥）

　供給単価については、過去３年間（R4～R6）の分類別の平均単価を使用します。
　　・生活用　　　＝　168.57円/㎥
　　・業務営業用＝　207.10円/㎥
　　・工場用　　　＝　201.51円/㎥
　　・その他　　　＝　196.91円/㎥

　令和６年度（2024年）の実績値である378,521千円から、計画期間末の令和16年度（2034年）での料金収入額
を推計すると371,449千円となり、約7,072千円減少する見込みです。
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（４）

３．経営の基本方針

　水道課については、これまでも適正な水道事業の運営を行うにあたって必要最低限の職員数の配置をしてお
り、供給施設の維持管理・点検等を考えると人員削減は難しいため、現在の人員を維持していく必要がありま
す。
　また、今後は民間の資金・ノウハウ等の活用についても検討を進めてまいります。

　「持続可能な水道基盤の強化」と「安全・安心な水道の供給」を基本方針として、地域住民が安心して利用でき
る水道施設を維持し続けます。
　このために定期的な点検やメンテナンスを通じて、施設の劣化や故障の早期発見に努めるとともに、水道イン
フラの持続可能性を高めるための取り組みを推進します。

組織の見通し
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画）　：　 別紙のとおり（2024年度までは実績数値、2025年度以降は見込数値）

　

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

目 標

　　①効果的で効率的な施設の更新
　　　　・老朽化した管路の更新を計画的に実施
　　　　　能登半島地震の被害を踏まえ、耐震化の推進を図ります。
　
　　②有収率の向上（漏水の解消）
　　　　・漏水防止の結果としての水資源の有効活用に伴う有収率の向上
　　　　　　令和６年度（2024）実績68.9％　⇒　計画期間末の令和16年度（2034）目標80％

【経年管路の更新】
①重要給水施設配水管整備事業（国庫補助事業）：
　令和２年度から、避難所などを重要施設と定め、配水池から重要施設までの耐震化を重点的に推進していま
す。さらに、令和８年度から令和１２年度までの５年間の更新計画に基づき耐震化を推進します。
　
②鋳鉄管（ダクタイル鋳鉄管除く）更新事業：
　鋳鉄管の残存延長をできるだけ早期にゼロとすることを目指し、令和８年度から令和１７年度までの10年間の
更新計画に基づき更新を行います。また、緊急輸送道路下に埋設されている鋳鉄管や基幹管路（導・送・配水
本管）について優先的に更新を行います。

③町内老朽管更新事業：
　必要の都度適宜、管路の更新を実施しておりますが、①及び②の事業完了後、計画的に行うことで事業の平
準化を図ります。

【漏水調査業務】
　経年管路の更新を進めるとともに、令和８年度からは外部委託による漏水調査を実施し、漏水箇所の早期発
見による有収率の向上を図ります。

※投資計画における施設の更新は、平成30年度策定の箕輪町水道事業アセットマネジメントに基づき以下の方
針で計画しています。
【管路施設】
　重要度の高い施設を優先とした「時間計画保全」とし、設備の稼働時間や使用状況に基づいて、一定の時間
ごとに部品の交換や点検・更新を行います。

【構造物及び設備】
　基本的に巡回点検等による状態監視保全による更新を原則とし、必要により修繕及び更新していきます。管路
施設の更新や有収率が向上した際に、今後の人口ビジョンなどの将来予測を進めていくなかで、施設・整備の
廃止・統合や合理化を検討していきます。
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目 標
経常収支比率及び料金回収率100％の維持
長期的な視点に立った資金計画を策定し、安定的な財源確保に努める。

②　収支計画のうち財源についての説明

【財源積算の考え方】

料金回収率：
　人口減少に伴う有収水量の減少により、料金収入も減額していくことが予想されます。老朽管の更新や漏水調
査による有収率の向上などの収益確保に努め料金回収率100％を維持すると共に、物価高騰や動力費の増額
にともなう支出の増加によっては、料金改定を行い健全経営を目指します。
　※料金改定については、毎年度の決算をもとに改定の必要性を審議会等で検討します。

企業債の借入：
　利率が上昇傾向にあるため、起債の割合を建設改良費の30％程度に抑制しながら、なるべく平準化すること
で、将来負担に偏りがないように計画します。

国庫補助：
　重要給水施設配水管整備事業については。社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）を活用します。鋳
鉄管更新事業などの施設の更新については、国庫補助等を積極的に活用し財源の確保に努めます。

繰入金：
　繰入基準に基づき、一般会計からの基準外の繰入は可能な限り、今後も行わないものとします。
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③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

投資以外の経費（委託料、修繕費、動力費、人件費など）の積算の考え方については以下のとおりに行ってい
ます。

■人件費
　過去の実績（平成30年度以降）のうち、最も高い金額を使用します。
　職員の人件費については、職員定数は変動はありませんが、人事異動などによる年齢構成の変化によって大
きく変動するため、過去の実績から一番高い年度の金額を使用しています。

■動力費
　近年のエネルギー価格の上昇を加味するため、過去３年間の実績の平均値に25％上乗せして算出していま
す。

■修繕費
　年度によって実績が大きく変動するため、過去3～5年の平均値で算出します。
　数値が過少にならないよう平均値が大きくなる期間を用いて算出しています。

■その他
　基本的に令和６年度の実績もしくは、年によって変動が大きいものは、過去3～5年の平均値で算出します（数
値が過少にならないよう平均値が大きくなる期間を用いて算出しています。）。
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経営戦略は、計画の事後検証を行い目標の達成度を評価し、改善検討を行う
進捗管理が必要です。PDCA サイクル検証に基づく経営戦略の達成度合いの
評価について５年に一度を目安として見直しをかけ、その時点で投資•財政計画
と実績のかい離やその原因に対する分析を行い、経営戦略の改定を検討しま
す。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

現状では早急に廃止・統合する施設はありません。ただし、今後の人口減少に伴い、各配
水系統の規模検討を行い、適切な施設規模での運用を行えるようダウンサイジングを検討
します。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

現状では、早急に合理化する施設や設備はありません。ただし、今後の人口減少に伴い、
各種ポンプの仕様の再検討等、効率の良い運用を行えるように設備の合理化を検討しま
す。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資 産 の 有 効 活 用 等 に よ る
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組

有収率向上のため、漏水調査の計画的な実施と漏水箇所の修理を行います。また、安定
した水道水供給のため、計画的な管路更新や電気計装設備、精密水質計器、ポンプ設備
等の保守点検を行います。
また、道路改良（舗装）等の工事の際に付随して更新を行うことにより更新工事費の削減を
行います。

計画期間内に重点的な経年管路の更新工事を予定しており、計画に基づき、企業債を発
行し、建設改良資金に充当します。 その後は金利の状況を踏まえながら、建設改良費の
30％～50％程度を借り入れる計画とし、将来負担を平準化します。

一般会計からの繰入金については、繰入基準に基づき、基準外の繰入は可能な限り、今
後も行わないものとします。

長野県広域化連携推進協議会へ参画し広域化・広域連携の検討や情報共有を進めてい
ます。また、長野県、上伊那郡内の市町村、上伊那広域水道用水企業団による広域連携
に向けての検討会を実施しています。上伊那地域の経営の一体化、管理の一体化、施設
の共同化等についての検討を進めていきます。

広 域 化

有収率の改善により財源の増収確保を図ります。 しかし、人口減少による給水収益の減
少、物価高騰による費用の増加により、経営状況が悪化していくことが想定されるため、各
年度の決算に基づき経営状況の分析を行い、本計画で設定した料金算定期間（令和７年
４月から令和12年３月までの５年間）で作成した原価計算書と合わせて、料金改定の検討
を行います。

民 間 の 資 金 ・ ノ ウ ハ ウ 等 の 活 用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

施設の廃止・統合を行い、配水池やポンプ場等の用地が不要になった際は、その有効活
用を検討します。

そ の 他 の 取 組

有収率の改善を目指して、漏水調査を計画的に行い、漏水発生個所は速やかに修繕しま
す。
また、過去の大きな地震では、宅地内の水道管で漏水が多く発生し、水が使用できない状
況が続く事例があったため、宅地内の給水管の耐震化を推進するため、使用者への啓発
や国への補助事業の新設を要望していきます。

企 業 債

繰 入 金

PPP（官民連携）、PFI（民間活用）については、業務を包括的に実施できる組織が近隣に
少なく、現状では導入が難しいため、引き続き情報取集を行います。
また、部分的な業務（料金に関する事務等）の民間委託による、経費削減や住民サービス
の向上についても広域的な視点も含め検討を進めます。

策定したアセットマネジメントを基に、施設、設備について適切に維持管理を行い、長寿命
化に取り組むとともに、更新についても優先度を常に検討しながら投資の平準化に取り組
んでいきます。

※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を
記載
また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生してい
る場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。
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経営比較分析表（令和6年度決算）
長野県　箕輪町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

法適用 水道事業 末端給水事業 A6 非設置 24,387 85.91 283.87 ■ 当該団体値（当該値）

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km

2
) 給水人口密度(人/km

2
) － 類似団体平均値（平均値）

箕輪町人口ビジョンに示されるように、今後は人口
減少が進み、これに伴うサービス需要の減少が予想
される。また施設の老朽化に伴い更新需要は増大し
ていくため、平成30年度に策定した「アセットマネ
ジメント」により、耐用年数に達し更新時期を迎え
る管路の更新事業費の平準化を図りつつ財源確保や
経営に与える影響を踏まえた上で計画的かつ効率的
な管路更新に取り組む必要がある。これにより漏水
等が減少し有収率が上昇することで給水収益の改善
（経常収支比率の向上）が見込まれる。
　しかし、近年の職員給与費の増加や物価上昇によ
り営業費用が増加すると料金回収率や給水原価は悪
化していく。また公営企業に携わる人材の確保は、
専門人材の確保や育成に割く予算が限られるため難
しくなっていく。今後は広域的な人材活用や民間の
ノウハウ活用の検討が必要である。

760.13 【】 令和6年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 74.27 94.26 3,388 22,880

全体総括

30.10

□現状分析
　給水収益等で維持管理費や支払利息等の費用をどの程
度賄えているかを表す”経常収支比率”は100％を超え
ており、収支上は黒字で累積欠損金は生じていない。当
年度は減価償却費の減額などに伴い0.69ポイント増加し
た。
　給水に係る費用を給水収益でどれだけ賄えているかを
表す”料金回収率”について、損益の基準となる100％
を上回ったが、給水収益の減少により前年度比0.24ポイ
ント減少した。
　短期的な債務に対する支払能力を表す指標である”流
動比率”は基準である100％を上回り、流動負債の減少
により前年度比89.8ポイント増加した。
　給水収益に対する企業債残高の割合である”企業債残
高対給水収益比率”は企業債の償還が進んだことにより
減少した。
　施設の利用状況や適正規模を判断する指標である”施
設利用率”は、年間総配水量の増加に伴い、前年度比
1.04ポイント増加している。一方で給水収益に直結す
る”有収率”は前年度比1.13ポイント減少している。

■現状分析からみた課題
　料金回収率、給水原価は今後物価上昇により経費が増
加すると料金回収率は100％を下回り、給水原価は増加
する恐れがある。
　有収率は類似団体平均値よりも依然として低いことか
ら引続き漏水等の対策に取り組む必要があると考えられ
る。平成30年度に策定済のアセットマネジメントを踏ま
え、より効果的な管路更新を計画的に実施していきた
い。

2. 老朽化の状況について

”有形固定資産減価償却率”は前年比1.34ポイント
増加した。これは取得した資産の減価償却が毎年進
んでいることを示しており、時間の経過とともに資
産の老朽化が進んでいることがわかる。
　ただし、法定耐用年数を超えた管路延長の割合を
表す”管路経年化率”は、更新工事の実施により前
年度比2.45ポイント減少している。
　一方で、補助金を活用した重要給水施設配水管布
設替工事により老朽管路の更新を行っているが、”
管路更新率”は管路更新した延長が前年度より短い
ことから減少している。
　今後も管路の更新計画および整備計画により、財
政的な見通しと裏付けを得てから管路更新を実施し
ていく。

2. 老朽化の状況
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0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70
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0.90

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 0.35 0.77 0.81 0.53 0.19

平均値 0.53 0.48 0.50 0.41 0.41

101.00

102.00

103.00

104.00

105.00

106.00

107.00

108.00

109.00

110.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 107.89 107.77 107.35 105.56 106.25

平均値 108.35 108.84 105.92 106.01 103.74

42.00

44.00

46.00

48.00

50.00

52.00

54.00

56.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 45.98 47.27 48.23 48.75 50.09

平均値 50.63 51.29 52.20 52.70 53.48

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 22.81 23.43 23.31 23.82 21.37

平均値 18.28 19.61 20.73 22.86 24.31

①経常収支比率(％)

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 3.98 6.02 7.78 9.59 11.55

0.00
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R02 R03 R04 R05 R06
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350.00

360.00

370.00

380.00

390.00

400.00

410.00

420.00

430.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 362.59 366.40 373.35 388.86 372.61

平均値 418.68 395.68 403.72 400.21 391.13

86.00

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

102.00

104.00

106.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 102.50 103.42 101.94 100.27 100.03

平均値 94.78 97.59 92.17 92.83 92.16

155.00

160.00

165.00

170.00

175.00

180.00

185.00

190.00

195.00

200.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 170.25 169.07 172.01 175.20 175.53

平均値 181.30 181.71 188.51 189.43 196.75

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 67.70 65.22 66.30 70.02 71.06

平均値 55.89 55.72 55.31 55.14 54.99

68.00

70.00

72.00

74.00

76.00

78.00

80.00

82.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 77.27 79.90 78.77 73.66 72.53

平均値 81.27 81.26 80.36 80.13 79.34

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【107.26】 【1.61】 【239.69】 【264.86】

【89.21】【60.21】【181.66】【97.59】

【52.41】 【26.78】 【0.59】



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年      度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度

区      分 （R2決算） （R3決算） （R4決算） （R5決算） （R6決算） 令 和 8 年 度 令 和 9 年 度 令和10 年度 令和11 年度 令和12 年度 令和13 年度 令和14 年度 令和15 年度 令和16 年度

１． (A) 399,616 404,237 414,359 410,506 412,133 406,073 405,861 405,038 404,461 403,845 403,230 402,614 402,037 401,421 400,805
(1) 381,859 381,119 383,015 380,059 378,521 377,121 376,505 375,682 375,105 374,489 373,873 373,258 372,681 372,065 371,449
(2) (B) 8,035 13,232 20,894 19,865 21,887 18,480 16,783 16,783 16,783 16,783 16,783 16,783 16,783 16,783 16,783
(3) 9,722 9,886 10,450 10,581 11,725 10,473 12,574 12,574 12,574 12,574 12,574 12,574 12,574 12,574 12,574

２． 84,523 79,583 83,093 74,765 75,421 69,877 66,292 65,006 65,821 66,534 67,365 67,999 68,430 68,833 69,087
(1)

(2) 69,223 68,973 69,567 63,467 61,530 57,777 54,192 52,906 53,720 54,434 55,264 55,898 56,329 56,733 56,986
(3) 15,300 10,610 13,526 11,298 13,891 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100

(C) 484,139 483,820 497,451 485,272 487,555 475,951 472,153 470,044 470,282 470,379 470,594 470,613 470,466 470,254 469,892
１． 420,629 422,547 437,644 434,303 432,787 429,353 427,354 424,983 425,656 425,224 426,998 427,783 428,280 429,415 430,440

(1) 31,410 28,747 29,547 31,685 33,348 33,348 33,348 33,348 33,348 33,348 33,348 33,348 33,348 33,348 33,348
11,307 11,257 11,296 11,675 12,172 12,172 12,172 12,172 12,172 12,172 12,172 12,172 12,172 12,172 12,172

20,104 17,489 18,251 20,010 21,176 21,176 21,176 21,176 21,176 21,176 21,176 21,176 21,176 21,176 21,176
(2) 190,529 190,780 207,124 206,881 211,854 213,735 216,735 216,735 216,735 216,735 216,735 216,735 216,735 216,735 216,735

10,081 10,978 15,497 17,025 19,945 21,574 21,574 21,574 21,574 21,574 21,574 21,574 21,574 21,574 21,574
7,552 9,144 10,088 10,871 8,926 9,870 9,870 9,870 9,870 9,870 9,870 9,870 9,870 9,870 9,870

209 415 185 492 375 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335
172,687 170,243 181,353 178,493 182,608 181,956 184,956 184,956 184,956 184,956 184,956 184,956 184,956 184,956 184,956

(3) 198,689 203,020 200,973 195,738 187,585 182,271 177,271 174,901 175,573 175,141 176,915 177,700 178,197 179,332 180,357
２． 28,095 26,408 25,748 25,403 26,100 23,916 26,846 26,418 25,983 25,580 25,232 24,884 23,959 23,076 22,190

(1) 27,121 25,225 23,630 22,957 22,976 21,947 24,877 24,449 24,014 23,611 23,263 22,915 21,990 21,107 20,221
(2) 974 1,183 2,118 2,446 3,124 1,969 1,969 1,969 1,969 1,969 1,969 1,969 1,969 1,969 1,969

(D) 448,724 448,955 463,391 459,706 458,887 453,269 454,200 451,402 451,639 450,804 452,229 452,667 452,239 452,491 452,630
(E) 35,416 34,865 34,060 25,566 28,668 22,681 17,953 18,643 18,643 19,575 18,365 17,946 18,228 17,763 17,262
(F) 376 326 198 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
(G) 301
(H) 75 326 198 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

35,416 34,941 34,385 25,764 28,668 22,861 18,133 18,823 18,823 19,755 18,545 18,126 18,408 17,943 17,442
(I) 59,792 94,733 34,385 60,149 88,817 111,678 129,811 148,634 167,457 187,212 205,757 223,883 242,290 260,233 277,675
(J) 876,878 1,046,279 1,028,966 1,054,454 955,550 941,147 958,762 932,838 934,226 936,493 942,107 956,314 956,201 957,535 957,118

190,133 169,505 170,863 208,856 96,826 191,144 149,353 149,107 148,935 148,751 146,732 133,759 133,586 133,402 133,218
(K) 136,287 270,669 216,170 270,247 199,080 233,877 217,363 215,368 212,155 206,628 197,050 183,995 182,679 183,306 178,868

103,463 107,423 104,886 103,984 103,818 104,117 105,191 103,448 100,456 95,488 87,661 84,392 83,617 84,320 79,758

30,309 160,749 108,774 163,946 92,683 127,181 109,593 109,341 109,120 108,561 106,809 97,024 96,483 96,407 96,530
( I )

(A)-(B) - - - - - - - - - - - - - - -

(L) - - - - - - - - - - - - - - -

(M) 391,581 391,005 393,465 390,641 390,246 387,593 389,078 388,256 387,678 387,063 386,447 385,831 385,254 384,638 384,023

- - - - - - - - - - - - - - -

(N)

(O) - - - - - - - - - - - - - - -

(P) 391,581 391,005 393,465 390,641 390,246 387,593 389,078 388,256 387,678 387,063 386,447 385,831 385,254 384,638 384,023

- - - - - - - - - - - - - - -

2025(R7)
本年度

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金

減 価 償 却 費

そ の 他 補 助 金
⻑ 期 前 受 金 戻 入
そ の 他
収 入 計

営 業 費 用

支 払 利 息
そ の 他
支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)

収

益

的

支

出

動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

営 業 外 費 用

職 員 給 与 費
基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費

う ち 一 時 借 入 金

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分

う ち 未 払 金
累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 − 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額
健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）

年     度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度

区     分 （ R2 決 算 ） （ R3 決 算 ） （ R4 決 算 ） （ R5 決 算 ） （ R6 決 算 ） 令 和 8 年 度 令 和 9 年 度 令 和 10 年 度 令 和 11 年 度 令 和 12 年 度 令 和 13 年 度 令 和 14 年 度 令 和 15 年 度 令 和 16 年 度

１． 116,700 115,300 141,000 152,800 36,500 179,700 54,840 54,840 54,840 54,840 51,200 26,300 26,300 26,300 26,300

２．
３．
４．
５．
６． 33,002 29,877 40,960 44,724 9,189 53,878 39,100 39,100 39,100 39,100 36,600 18,700 18,700 18,700 18,700
７．
８． 1,857 1,553
９．

(A) 151,559 146,730 181,960 197,524 45,689 233,578 93,940 93,940 93,940 93,940 87,800 45,000 45,000 45,000 45,000

(B)

(C) 151,559 146,730 181,960 197,524 45,689 233,578 93,940 93,940 93,940 93,940 87,800 45,000 45,000 45,000 45,000
１． 182,350 173,985 208,404 279,568 124,498 312,316 190,854 190,854 190,854 190,854 182,424 122,924 122,924 122,924 122,924

8,296 4,386 4,910 5,830 4,675 11,184 11,184 11,184 11,184 11,184 11,184 11,184 11,184 11,184 11,184
２． 99,415 103,463 107,423 104,886 103,984 103,818 104,117 105,191 103,448 100,456 95,488 87,661 84,392 83,617 84,320
３．
４．
５．

(D) 281,765 277,449 315,827 384,454 228,482 416,135 294,970 296,045 294,302 291,309 277,913 210,586 207,316 206,541 207,245

(E) 130,207 130,719 133,867 186,930 182,793 182,557 201,030 202,105 200,362 197,369 190,113 165,586 162,316 161,541 162,245

１． 130,207 130,719 133,867 186,930 182,793 182,557 201,030 202,105 200,362 197,369 190,113 164,289 120,003 120,734 121,506
２． 1,297 42,313 40,807 40,739
３．
４．

(F) 130,207 130,719 133,867 186,930 182,793 182,557 201,030 202,105 200,362 197,369 190,113 165,586 162,316 161,541 162,245

(G)
(H) 1,384,570 1,396,407 1,429,983 1,477,898 1,410,413 1,486,295 1,437,019 1,386,667 1,338,059 1,292,444 1,248,155 1,186,794 1,128,702 1,071,385 1,013,365

○他会計繰入金 （単位：千円）
年     度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度

区     分 （ R2 決 算 ） （ R3 決 算 ） （ R4 決 算 ） （ R5 決 算 ） （ R6 決 算 ） 令 和 8 年 度 令 和 9 年 度 令 和 10 年 度 令 和 11 年 度 令 和 12 年 度 令 和 13 年 度 令 和 14 年 度 令 和 15 年 度 令 和 16 年 度

2,014 2,023 2,023 2,023 2,026 2,021 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122
2,014 2,023 2,023 2,023 2,026 2,021 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122

2,014 2,023 2,023 2,023 2,026 2,021 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122

2025年度
令和7年度

本年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債
う ち 資 本 費 平 準 化 債
他 会 計 出 資 金
他 会 計 補 助 金
他 会 計 負 担 金
他 会 計 借 入 金
国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金
固 定 資 産 売 却 代 金
工 事 負 担 金
そ の 他

計
(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

資

本

的

支

出
そ の 他

計

純 計 (A)-(B)

2025(R7)
本年度

建 設 改 良 費
う ち 職 員 給 与 費
企 業 債 償 還 金
他 会 計 ⻑ 期 借 入 返 還 金
他 会 計 へ の 支 出 金

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額           (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金
利 益 剰 余 金 処 分 額
繰 越 工 事 資 金
そ の 他

計

合 計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)
他 会 計 借 入 金 残 高
企 業 債 残 高

う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分
う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金

収 益 的 収 支 分



布設年月日 昭 和 38 年 ４ 月 給水人口 22,880人

計算期間

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

378,521 375,780 375,780

0 0 0

87,146 78,859 78,859

465,667 454,639 0 454,639

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

18,365 20,000 0 20,000

940 2,023 0 2,023

125,881 132,400 0 132,400

8,786 9,148 0 9,148

153,972 163,571 0 163,571

1,579 1,574 0 1,574

7,954 7,700 0 7,700

2,965 2,942 0 2,942

12,498 12,216 0 12,216

給 料 15,777 15,777 0 15,777

諸 手 当 11,992 11,992 0 11,992

福 利 費 4,925 4,925 0 4,925

141 141 0 141

1,979 1,979 0 1,979

32 147 0 147

42 54 0 54

22,976 23,780 0 23,780

27,014 25,919 0 25,919

84,878 84,714 0 84,714

188,588 177,231 0 177,231

439,936 437,732 0 437,732

48,905

486,637

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 77.22

＜料金水準についての説明＞

減　価　償　却　費

配
水
・
給
水
費

原
水
・
浄
水
費

自　令和７年４月　　至　令和１２年３月　（５年間）

料 金 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

給 水 装 置 工 事 費

そ の 他

合 計

項 目

用 水 費

資 産 維 持 費 （ Z ）

そ の 他

電 力 費

修 繕 費

金　　　　　　　　額

小 計

公 課

収　　入　　の　　部

項 目

料 金 (X)

金　　　　　　　　額

支　　出　　の　　部

令和４年１月２５日に総務省より経営戦略の改定推進についての通知内の改定マニュアルやQ＆Aに基づき、参考として原価計算表を作成しま
した。
１　最近１箇年の実績には、令和６年度決算値を記載しています。
２　また、投資・財政計画計上額（A）には、料金算定期間（令和７年４月１日から令和12年３月３１日）の各科目の予測値の平均値を記載していま
す。
３　資産維持費については水道料金算定要領に記載された計算方法に基づき、下記のとおり算出しました。
　①　対象資産（料金算定期間の期首償却資産額と期末償却資産額の平均値）
　②　資産維持率　１％
　　　（標準は３％とされているが、箕輪町の財政規模や今後財政収支が悪化していく状況を勘案すると３％は困難と考えられるため。）
　③　①×②＝資産維持費　（48,905千円・・・※３％で計算すると146,714千円となります。）

■上記１～３により算出した料金対象経費は486,637千円となりました。
料金対象経費486,637千円に対して水道料金収入375,780千円ということは、本料金算定期間内においては、水道事業で必要となる経費を水道
料金収入のみでは賄えない状況であると予測されます。
水道料金算定要領では、原則として料金収入は総括原価（料金対象経費）に等しいものとして決定されるとされており、箕輪町においても、料金
改定を検討する余地があると考えます。

※一般会計からの受託工事である消火栓の設置工事費に係る収支は除く。

小 計

合 計 (Y)

原価計算表

消 耗 品 費

通 信 運 搬 費

総
　
務
　
費

人
　
件
　
費

支 払 利 息

そ の 他

小 計

電 力 費

修 繕 費

そ の 他

修 繕 費


